
平成３０年度 

外国人技能実習機構評議員会 次第 

 

 

１．日  時    平成３０年１０月２３日（火）１６時００分～１７時００分 

２．場  所    TKPガーデンシティ品川 １階 ダリアの間 

３．会議次第 

（１）開  会 

（２）出席者確認 

（３）理事長挨拶 

（４）議  事 

①議長の選出について 

②外国人技能実習機構評議員会の運営について 

  ③議長の職務代理者について 

  ④外国人技能実習機構業務の概況について 

⑤その他 

 （５）閉  会 
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資料２ 

外国人技能実習機構評議員名簿 

平成 30年 10月９日現在 

【学識経験者】 

  上林 千恵子 法政大学社会学部教授 

  多賀谷 一照 千葉大学名誉教授 

  野村 修也  中央大学法科大学院教授・弁護士 

 

【労働者代表】 

内田  厚   日本労働組合総連合会 副事務局長 

川野 英樹  ＪＡＭ 副書記長 

  奈良 統一  全国建設労働組合総連合 書記次長 

 

【使用者代表】 

  小林 治彦  日本商工会議所 産業政策第二部長 

佐久間 一浩 全国中小企業団体中央会 事務局次長 

  酒向 里枝  一般社団法人日本経済団体連合会経済政策本部長 

（五十音順、敬称略） 

 



資料３ 

外国人技能実習機構評議員会運営規程 

 

規程第５４号 

平成３０年２月６日 

 

 （設置） 

第１条 外国人技能実習機構（以下「機構」という。）に、機構の業務（外国人

の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法

律第８９号）第８７条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。以

下この条において同じ。））の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。 

２ 評議員会は、機構の業務の運営に関する重要事項を審議する。 

３ 評議員会は、前項に規定するもののほか、機構の業務の運営に関し、理事長

の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項につい

て理事長に建議することができる。 

 

 （組織） 

第２条 評議員会は、評議員１５人以内をもって組織する。 

 

 （評議員の任命） 

第３条 評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び技能実習に関

して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を

受けて任命する。 

 

 （構成） 

第４条 評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数

とする。 

 

 （任期） 

第５条 評議員の任期は、４年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 評議員は、再任されることができる。 

 

 （議長） 

第６条 評議員会に議長を置き、技能実習に関して専門的な知識と経験を有す

る者を代表する評議員のうちから、評議員の互選により選任する。 

２ 議長は、評議員会の会務を総理する。 

３ 議長に事故のあるときは、技能実習に関して専門的な知識と経験を有する

者を代表する評議員のうちから議長があらかじめ指名する評議員が、その職

務を代理する。 



 

 （招集） 

第７条 評議員会の会議は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、会議を招集するときは、あらかじめ付議事項、日時及び場所を評

議員に通知するものとする。 

 

 （議事） 

第８条 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決する

ことができない。 

２ 評議員会の議事は、評議員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数

の場合は、議長の決するところによる。 

３ 評議員は、議長の許可を受けて、代理者を出席させることができる。ただし、

代理者は、前２項の適用については欠席したものとして取り扱う。 

 

（資料の提出等の要求） 

第９条 評議員会は、審議のため必要があると認めるときは、機構の役職員その

他の者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。 

 

 （秘密保持） 

第１０条 評議員又は評議員の職にあった者は、その職務上知り得た秘密を漏

らし、又は盗用してはならない。 

 

 （情報公開） 

第１１条 評議員会の資料及び議事要旨については、公開する。ただし、理事長

が特に必要があると認めるときは、資料の全部又は一部を非公開とすること

ができる。 

 

（庶務） 

第１２条 評議員会に関する事務は、総務部企画・広報課が行う。 

 

 （雑則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、評議員会に関し必要な事項は、理事長

が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成３０年２月６日から施行する。 



資料４ 

外国人技能実習機構評議員会関係法令等（抄） 
 

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28年法律第

89号） 

（評議員会関係部分抜粋） 

 

第三章 外国人技能実習機構 

第四節 評議員会 

 

（設置） 

第八十二条 機構に、第八十七条の業務（同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯す

る業務を除く。以下この条において同じ。）の円滑な運営を図るため、評議員会を置

く。 

２ 評議員会は、第八十七条の業務の運営に関する重要事項を審議する。 

３ 評議員会は、前項に規定するもののほか、第八十七条の業務の運営に関し、理事

長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理

事長に建議することができる。 

 

 （組織） 

第八十三条 評議員会は、評議員十五人以内をもって組織する。 

 

 （評議員） 

第八十四条 評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び技能実習に関

して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて

任命する。 

２ 評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。 

３ 評議員の任期は、四年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

４ 評議員は、再任されることができる。 

 

 （評議員の解任） 

第八十五条 理事長は、評議員が第七十四条第二項各号のいずれかに該当するに至っ

たときは、前条第一項の規定の例により、その評議員を解任することができる。 

 

 （評議員の秘密保持義務等） 

第八十六条 第八十条及び第八十一条の規定は、評議員について準用する。 

 

（業務の範囲） 

第八十七条 機構は、第五十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

 一 技能実習に関し行う次に掲げる業務 

  イ 第十二条第一項の規定により認定事務を行うこと。 

  ロ 第十四条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求

め、又はその職員をして、質問させ、若しくは検査させること。 

  ハ 第十八条第一項（第十九条第三項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、



 

第三十二条第七項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三

項において準用する場合を含む。）の規定により届出、報告書、監査報告書又は

事業報告書を受理すること。 

  ニ 第二十四条第一項（第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用す

る場合を含む。）の規定により事実関係の調査を行うこと。 

  ホ 第二十四条第三項（第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用す

る場合を含む。）の規定により申請書を受理すること。 

  ヘ 第二十九条第四項（第三十一条第五項並びに第三十二条第二項及び第七項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により許可証の交付又は再交付に係る事務

を行うこと。 

 

 二 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために技能実習生からの相

談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務 

 三 技能実習に関し、調査及び研究を行う業務 

 四 その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務 

 五 前各号に掲げる業務（これらに附帯する業務を含み、主務省令で定める業務を

除く。）に係る手数料を徴収する業務 

 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 

 

（役員の解任） 

第七十四条 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該

当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 

２ 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該

当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第七十一条の規定

の例により、その役員を解任することができる。 

 一 破産手続開始の決定を受けたとき。 

 二 禁錮以上の刑に処せられたとき。 

 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 

 四 職務上の義務違反があるとき。 

 

（役員及び職員の秘密保持義務） 

第八十条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、

その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 

 

 （役員及び職員の地位） 

第八十一条 機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令によ

り公務に従事する職員とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 

（評議員会関係部分抜粋） 

 

第三章 外国人技能実習機構 

第一節 役員等 

（理事の任命及び解任の認可申請） 

第五十七条 機構の理事長は、法第七十一条第二項又は第七十四条第二項の規定によ

る認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付し

て、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 

一 任命し、又は解任しようとする理事の氏名、住所及び履歴 

二 任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約 

イ 法第七十三条又は第七十五条本文に該当すること。 

ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当すること。 

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者に該当すること。 

三 任命し、又は解任しようとする理由 

 

第二節 評議員会 

（評議員の任命及び解任の認可申請） 

第五十九条 機構の理事長は、法第八十四条第一項又は第八十五条の規定による認可を

受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これ

を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 

一 任命し、又は解任しようとする評議員の氏名、住所及び履歴 

二 任命しようとする評議員が第五十七条第二号ロ又はハに該当しないことの誓約 

三 任命し、又は解任しようとする理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○外国人技能実習機構定款（抄） 

 

第５章 評議員会 

 

（設置） 

第２５条 機構に、機構の業務（法第８７条第１号に掲げる業務及びこれに附帯する

業務を除く。以下この条において同じ。）の円滑な運営を図るため、評議員会を置

く。 

２ 評議員会は、機構の業務の運営に関する重要事項を審議する。 

３ 評議員会は、前項に規定するもののほか、機構の業務の運営に関し、理事長の諮

問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に

建議することができる。 

 

 （組織） 

第２６条 評議員会は、評議員１５人以内をもって組織する。 

２ 評議員会に議長を置き、評議員のうちから、評議員の互選によってこれを定め

る。 

３ 議長は、評議員会の会務を総理する。 

４ 評議員会は、あらかじめ、評議員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職

務を代理する者を定めておくものとする。 

 

 （評議員） 

第２７条 評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び技能実習に関し

て専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が法務大臣及び厚生労働大臣

の認可を受けて任命する。 

２ 評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。 

３ 評議員の任期は、４年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

４ 評議員は、再任されることができる。 

 

(評議員の解任) 

第２８条 理事長は、評議員が第１５条第２項各号のいずれかに該当するに至ったと

きは、前条第１項の規定の例により、その評議員を解任することができる。 

 

【参考】 

（役員の解任） 

第１５条 法務大臣及び厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が

前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任するものとする。 

２ 法務大臣及び厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各

号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、

第１２条の規定の例により、その役員を解任することができる。 

（１）破産手続開始の決定を受けたとき。 

（２）禁錮以上の刑に処せられたとき。 

（３）心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 

（４）職務上の義務違反があるとき。 



資料５ 

 

議長の職務代理者について 

 

 外国人技能実習機構評議員会運営規程（規程第５４号）第６条第３項の規定

に基づき、技能実習に関して専門的な知識と経験を有する者を代表する評議員

のうちから、議長があらかじめ指名する評議員を議長の職務代理者としたい。 

 

 

 

（参考）外国人技能実習機構評議員会運営規程（抄） 

 

 （議長） 

第６条 評議員会に議長を置き、技能実習に関して専門的な知識と経験を有す

る者を代表する評議員のうちから、評議員の互選により選任する。 

２ 議長は、評議員会の会務を総理する。 

３ 議長に事故のあるときは、技能実習に関して専門的な知識と経験を有する

者を代表する評議員のうちから議長があらかじめ指名する評議員が、その職

務を代理する。 



ＯＴＩＴ外国人技能実習機構

外国人技能実習機構業務の概況について

平成３０年１０月２３日
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６
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外国人技能実習機構について

○ 設置根拠 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

○ 法人形態 認可法人（法務大臣及び厚生労働大臣が設立を認可）

○ 目的 外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた
開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。

○ 設立 平成２９年１月２５日（設立登記日）

○ 役職員 理事長 鈴木 芳夫
理 事 達谷窟 庸野

川村 修行
金原 主幸

監 事 江原 由明
藤川 裕紀子（非常勤）

○ 予算 交付金 34億5,182万円（平成30年度予算）

○ 業務内容 １．技能実習計画の認定
２．実習実施者や監理団体への実地検査
３．実習実施者の届出の受理
４．監理団体の許可に関する調査
５．技能実習生に対する相談・援助等

○ 本部連絡先等
港南庁舎（総務部・国際部・監理団体部）

〒108-0075 東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル８階 Tel. 03-6712-1523（代表）
海岸庁舎（技能実習部）

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X ３階 Tel. 03-6712-1938（代表）
URL: http://www.otit.go.jp ２



機構の組織・体制について

理事長

技能実習部

総務部

理事

東京事務所
水戸支所
長野支所

大阪事務所

広島事務所

福岡事務所
熊本支所仙台事務所

札幌事務所

高松事務所
松山支所

監理団体部

監事

名古屋事務所
富山支所

総務課

指導課

企画・広報課

審査課

認定課

援助課

所長

認定課

指導課

総務課

地方事務所
（１３か所（本所８ヶ所、支所５ヶ所））

○法人の庶務・人事等に関する事項

○監理団体等のデータベース管理に関する事項

○実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査
業務に関する事項

○監理団体の許可に係る調査業務に関する事項

○技能実習継続支援や母国語相談、受検手続支援
に関する事項

○技能実習計画の認定に係る業務

○監理団体等への実地検査業務

○地方事務所の庶務業務

○技能実習計画の認定に係る業務の運用管理に関
する事項

会計課

情報システム課

○法人の会計経理に関する事項

○法人の企画、広報、地方事務所に関する事項

国際課 ○外国機関等からの照会対応、送出し機関情報の
収集・管理に関する事項

国際部
監査室

※支所は支所長

３



２．機構の主な業務

４



監理団体の許可・技能実習計画の認定

実習生の受入れ

外国人技能
実習機構

法務大臣（地方入管局）

監理団体の許可 技能実習計画の認定等

監理団体の許可申請
監理団体

（事業協同組合等）

団体の体制等を予備審査

外国人技能
実習機構

監理団体の許可主務大臣

○許可基準に適合すること

・ 監理事業を適正に行う能力を有すること
・ 外部役員の設置又は外部監査の措置を行っ
ていること など

○欠格事由に該当しないこと

・ 一定の前科がないこと。
・ ５年以内に許可取消しを受けていないこと
・ ５年以内に出入国又は労働に関する法令に関
し不正又は著しく不当な行為をしていないこと
など

主務大臣（法務大臣・厚生労働大臣）
へ報告

技能実習計画の作成実習実施者

＋監理団体

技能実習計画の認定申請実習実施者

計画の内容や受入体制の適正性等を審査

○認定基準に適合すること

・ 実習生の本国において修得等が困難な技能等
であること
・ １号又は２号の技能実習計画で定めた技能検定
又は技能実習評価試験に合格していること（２号
又は３号の計画認定時） など

○欠格事由に該当しないこと

・ 一定の前科がないこと。
・ ５年以内に認定取消しを受けていないこと
・ ５年以内に出入国又は労働に関する法令に関し
不正又は著しく不当な行為をしていないこと など

技能実習計画の認定手続へ

技能実習計画の認定

在留資格認定証明書の交付等

在留資格認定証明書の交付申請等
実習生

（監理団体が代理）

※ 新規に入国する場合等は

日本大使館等へ査証申請が

必要

※

５



監理団体の許可申請手続

技能実習法に基づき、団体監理型で技能実習生を受け入れる（技能実習生と実習実施者の雇用契約の成立のあっせ

んを行うことを含む。）ためには、まずは、主務大臣から監理団体の許可を受けることが必要。
監理団体の許可のための事務は、外国人技能実習機構（機構）が行う。

１ 監理団体の許可

区分 監理できる技能実習 許可の有効期間

特定監理事業 技能実習１号、技能実習２号 ３年又は５年※

一般監理事業 技能実習１号、技能実習２号､技能実習３号 ５年又は７年※

監理団体の許可には、次の二つの事業区分がある。
どの段階までの技能実習の監理事業を行うのかを確認の上、許可申請を行うことが必要。

２ 監理団体の許可の区分

※前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合

６



技能実習計画の認定申請手続

技能実習法に基づき、技能実習生を受け入れるためには、技能実習生ごとに「技能実習計画」を作成し、その技

能実習計画が適当である旨、外国人技能実習機構（機構）の認定を受けることが必要。

１ 技能実習計画の認定

技能実習の受入れ形態は２種類（企業単独型及び団体監理型）あるほか、その形態ごとの第１号、第２号又は第３
号の技能実習の区分に応じて、その都度、申請者（技能実習を行わせようとする方）が計画を作成。

・ 団体監理型の場合、監理団体（あらかじめ機構に対して申請の上、監理団体の許可を受ける必要あり）の指導に基づいて計画を作成。
・ 機構から技能実習計画の認定を受けた後は、別途、地方入国管理局において技能実習生の入国・在留に係る手続が必要。

２ 技能実習計画の種類

７



外国人技能実習機構が行う実地検査

技能実習計画の認定、監理団体の許可に関連して、機構の職員が申
請内容の事実関係の確認や、技能実習の状況について検査を行うもの。
（許可・認定の審査と共に、技能実習制度の適正な運用の確保のための中心的な

役割を果たす業務）

８

【参考】外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（抄）

（機構による事務の実施）
第十四条 主務大臣は、第十二条第一項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせる
ときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせ
ることができる。
一 実習実施者等若しくは監理団体等又は役職員等に対して必要な報告又は帳簿書類の提出若
しくは提示を求める事務

二 その職員をして、関係者に対して質問させ、又は実地に実習実施者等若しくは監理団体等
の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる事務

２～３ （略）



技能実習生の支援・保護（１）

９

「母国語相談」として、曜日を決めて主要な言語により、電話やメール等で相談対応を実施。
また、地方事務所・支所においても、電話又は来所による相談対応を実施（平日 ９：００～１７：００）。

１．技能実習生への相談対応

対応言語 対応日時 電話番号
※時間外は留守番電話で受付

母国語相談サイトURL

ベトナム語
月、水、金

11:00～19:00
0120-250-168

https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/

中国語
月、水、金

11:00～19:00
0120-250-169

https://www.support.otit.go.jp/soudan/cn/

インドネシア語
火、木

11:00～19:00
0120-250-192

https://www.support.otit.go.jp/soudan/id/

フィリピン語
火、土

11:00～19:00
0120-250-197

https://www.support.otit.go.jp/soudan/phi/

英語
火、土

11:00～19:00
0120-250-147

https://www.support.otit.go.jp/soudan/en/

タイ語
木、土

11:00～19:00
0120-250-198

https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

カンボジア語
木

11:00～19:00
0120-250-366

https://www.support.otit.go.jp/soudan/kh/

ミャンマー語
金

11:00～19:00
0120-250-302

https://www.support.otit.go.jp/soudan/mm/

技能実習生であれば、誰でも電話、電子メール、手紙によって、8カ国語での申告・相談が可能。電話料金はフリーダイヤルで無料。

母国語相談の実施日時



技能実習生の支援・保護（２）
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技能実習を開始した実習実施者において技能実習の継続が困難になった場合で、かつ、実習生が技能実習の継続
を希望する場合には、実習先の変更ができる。
実習先変更に当たって、実習実施困難時に監理団体及び実習実施者が新たな実習先を確保する努力を尽くしても

なお確保できない場合には、機構が新たな受入れ先となり得る監理団体の情報を提供するなどの支援を行う。

３．実習生の実習先変更支援（実習継続困難時）

（参考）技能実習法第５１条第１項
実習実施者や監理団体には、技能実習法第51条第1項において「技能実習実施困難時届出（様式第18号）」や「事業廃止届出

書・事業休止届出書（様式第19号）」等を提出しようとする際、監理団体等が他の監理団体等との連絡調整その他必要な措置
を講じるなど、実習生に対して円滑な実習先変更の支援を図ることが義務付けられている。

技能実習生の受入れ先となり得る監理団体の情報の受付及び提供を行う「監理団体向け実習先変更支援サイト」
（https://www.support.otit.go.jp/kanri/）を開設。

第２号技能実習から第３号技能実習に進む段階となった実習生は、第３号技能実習に係る実習実施者を自ら選択
することができる。
こうした実習生を支援するため、機構は、３号技能実習生の受入れを希望する監理団体の情報を提供する「実習

生向け実習先変更支援サイト」（https://www.support.otit.go.jp/jisshu/）を開設。

４．実習生の実習先変更支援（３号移行時）

実習生が母国語で法務大臣と厚生労働大臣に対して申告を行うことを支援。
・申告とは、技能実習生自らが、実習実施者又は監理団体等の技能実習法令の違反行為について、法務大臣又は厚生労働大臣に申告することをいう。
・実習実施者及び監理団体等は申告したことを理由に、技能実習生に対して技能実習の中止等の不利益な取扱いをしてはならないとされている。

２．技能実習法第49条第1項の申告について



技能実習生の支援・保護（３）
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実習生が監理団体又は実習実施者から不適正な行為を受けたことに起因し、監理団体又は実習実施
者が確保する宿泊施設に宿泊することができない、又は宿泊することが相当でない場合には、機構と
して、当該実習生に対し、一時宿泊先の提供等の支援を行う。

５．実習生への一時宿泊先の提供

支援の流れ

○実習生による機構（本部又は地方事務所・支所）への相談
・事情等の聴取、確認
・一時宿泊先提供の必要性を判断

○一時宿泊先の提供
・機構は、予め地方事務所・支所が所在する地域の都道府県別に旅館ホテルの団体と協定を締結。
・機構は相談を受けた実習生に一時宿泊先の提供が必要と判断した場合は、当該協定に基づき、
当該実習生に一時宿泊先を提供

○一時宿泊施設における支援
・実習生は提供された宿泊先に一定期間滞在。
・居所と食事の提供を受けながら、新たな実習先の確保等の支援を受ける。（費用は機構が負担）



技能実習生の支援・保護（４）
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機構では、実習生が、技能実習の各段階において、技能検定又は技能評価試験を適切に受検
し、次の段階に円滑に移行できるよう、監理団体（企業単独型技能実習の場合は実習実施者）
からの申請に基づき、試験実施機関との調整による受検日程等の決定、合否結果の迅速な把握
及び当該結果の技能実習計画認定審査への円滑な反映等につなげていくこととしている。

６．実習生への技能検定等の受検手続支援

○作成部数 約４９万部

〇作成言語 ９か国語（ベトナム語、中国語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、
モンゴル語、ミャンマー語、カンボジア語、英語）

○配布方法
新規に入国する技能実習生へ地方入国管理局で配布するほか、引き続き在留している技能

実習生への配布希望があった場合は、本部、地方事務所・支所から監理団体に送付し、監理
団体等を通じて配布している。

７．技能実習生手帳の配布



３．各種申請及び相談件数
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新たな技能実習制度における申請等件数（１）

申請件数 許可件数

２,４６３件
２,３３８件

うち一般監理事業（※１） ９５４件
うち特定監理事業（※２）１，３８４件

１ 監理団体許可（平成３０年１０月５日現在）

区分 申請件数 認定件数

企業単独型（※３） ９,542件 9,096件

団体監理型（※４） 321,286件 293,921件

計 330,828件 303,017件

２ 技能実習計画認定（平成３０年１０月５日現在）

（※１）一般監理事業とは、技能実習１号、技能実習２号及び技能実習３号の監理が可能となる事業区分であり、
許可の有効期限は５年又は７年（前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合）。

（※２）特定監理事業とは、技能実習１号及び技能実習２号の監理が可能となる事業区分であり、許可の有効期限は
３年又は５年（前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合）。

（※３）企業単独型とは、日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する類型。
（※４）団体監理型とは、非営利の監理団体（事業協同組合、商工会等）が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を

実施する類型。
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新たな技能実習制度における申請等件数（２）

母国語相談件数
平成３０年度 １，１８２件（電話９１５件、メール２６３件、手紙４件）
うちベトナム語 ６５１件（電話５０１件、メール１４９件、手紙１件）

中国語 ２１１件（電話１７３件、メール ３７件、手紙１件）
インドネシア語 ５０件（電話 ２９件、メール ２１件）
英語 ０件（電話 ０件、メール ０件）
フィリピン語 １３９件（電話１０９件、メール ３０件）
タイ語 ６５件（電話 ３７件、メール ２６件、手紙2件）
カンボジア語 ３４件（電話 ３４件）
ミャンマー語 ２７件（電話 ２７件）
その他 ５件（電話 ５件）

※平成29年度 602件（電話460件、メール134件、手紙8件）

【主な相談内容】
〇賃金に関すること（「残業代が支払われない」「給与から控除される費用が適切か」等）
〇労働時間に関すること（「勤務時間が約束と違う」「残業時間が算定されない」等）
〇職種に関すること（「当初聞いていた作業と異なる」「単純作業しかさせてもらえない」等）
〇３号移行に関すること（「具体的な手続きをどうすればよいか」等）

３ 相談件数（平成３０年１０月１０日現在）
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新たな技能実習制度における申請等件数（３）

４ 申告・援助件数（平成３０年１０月１１日現在）

申告申出件数 ２０件

実習先変更支援受理件数 ４５件

【主な実習先変更理由】

〇実習実施者と技能実習生との間の諸問題

〇実習実施者の倒産・経営悪化

５ 受検手続支援件数（平成３０年１０月１１日現在）

受検手続支援件数 ３４，５５６件

16



（参考）技能実習制度の概要
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日
ただし，外国人技能実習機構の設立規定については，公布の日（平成28年11月28日）

※ 法務省及び厚生労働省で共管法律の概要

施行日

優良な実習実施者・監理団体に限定して，第３号技能実習
生の受入れ（４～５年目の技能実習の実施）を可能とする。
【第２条，第９条，第２３条及び第２５条関係】

(1) 技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるととも
に，技能実習に関し基本方針を策定する。【第３条から第７条まで関係】

(2) 技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし，
技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定
の基準や認定の欠格事由のほか，報告徴収，改善命令，認定
の取消し等を規定する。【第８条から第１６条まで関係】

(3) 実習実施者について，届出制とする。【第１７条及び第１８条関係】

(4) 監理団体について，許可制とし，許可の基準や許可の欠格事
由のほか，遵守事項，報告徴収，改善命令，許可の取消し等を
規定する。【第２３条から第４５条まで関係】

(5) 技能実習生に対する人権侵害行為等について，禁止規定を設
け違反に対する所要の罰則を規定するとともに，技能実習生に
対する相談や情報提供，技能実習生の転籍の連絡調整等を行
うことにより，技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
【第４６条から第５１条まで関係】

(6) 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに，
地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。
【第５３条から第５６条まで関係】

(7) 外国人技能実習機構を認可法人として新設し，【第３章関係】
・(2)の技能実習計画の認定 【第１２条関係】

・(2)の実習実施者・監理団体に報告を求め，実地に検査
【第１４条関係】

・(3)の実習実施者の届出の受理 【第１８条関係】

・(4)の監理団体の許可に関する調査 【第２４条関係】

等を行わせるほか，技能実習生に対する相談・援助等を行う。
【第８７条関係】

２．技能実習制度の拡充

技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認
定法の改正を行うほか，所要の改正を行う。

３．その他

１．技能実習制度の適正化

18

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため，技能実習に関し，基本理念を定
め，国等の責務を明らかにするとともに，技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け，これら
に関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずる。

平成28年11月18日成立

同年11月28日公布

平成29年11月1日



技能実習制度の仕組み

技能実習の流れ技能実習制度の受入れ機関別のタイプ

受
入
企
業

労働者

送出し国 日本

海外支店等 ④申請

⑤入国
許可

地
方
入
国
管
理
局

⑥入国

【企業単独型】 日本の企業等が海外の現地法
人，合弁企業や取引先企業の職
員を受け入れて技能実習を実施

①雇用契約

１
年
目

○帰国

○入国 在留資格：「技能実習１号イ，ロ」

講習（座学）
実習実施者（企業単独型のみ）又は監理団体で
原則２か月間実施 （雇用関係なし）
実習

実習実施者で実施（雇用関係あり）
※団体監理型：監理団体による訪問指導・監査

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習２号イ，ロ」

①対象職種：送出国のニーズがあり，公的な技能評価制度が
整備されている職種

②対象者 ：所定の技能評価試験（技能検定基礎級相当）の
学科試験及び実技試験に合格した者

基礎級
（実技試験及び
学科試験の受検

が必須）

【団体監理型】
非営利の監理団体（事業協同組合，商
工会等）が技能実習生を受入れ，傘下
の企業等で技能実習を実施

送出し
機関 監理

団体

労働者

日本

地
方
入
国
管
理
局

③
応
募
・

選
考
・決
定

⑧申請

（実習実施者）

②
技
能
実
習

生
受
入
申
し

込
み

①契約

⑨入国
許可

⑪
技
能
実
習
開
始

⑫
指
導
・支
援

送出し国

④雇用契約

○技能実習制度は，国際貢献のため，開発途上国等の外国人を日本で一定期間（最長5年間）に限り受け入れ，ＯＪＴを通じて技能を
移転する制度。（平成５年に制度創設）

○技能実習生は，入国直後の講習期間以外は，雇用関係の下，労働関係法令等が適用されており，現在全国に約２８万人在留している。

受入
企業

受入
企業

技
能
実
習
1
号

実
習

技
能
実
習
2
号

実
習

技
能
実
習
3
号

実
習

講
習

2
年
目

3
年
目

3級
（実技試験の
受検が必須）

2級
（実技試験の
受検が必須）

4
年
目

5
年
目

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習３号イ，ロ」

①対象職種：技能実習2号移行対象職種と同一

②対象者 ：所定の技能評価試験（技能検定3級相当）の実
技試験に合格した者

③監理団体及び実習実施者：一定の明確な条件を充たし，優
良であることが認められるもの

※

在
留
期
間
の
更
新

※

在
留
期
間
の
更
新

※新制度の内容は赤字

○一旦帰国（１か月以上）

機 構

②実習計画
申請

③実習計画
認定

機 構

⑥申請（団体・
実習計画）

⑦団体許可・実
習計画認定

※機構による調査を経て，主務大臣が団体を許可

（⑤実習計画作成，申請）

※平成３０年６月末時点
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○ 同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。

※厚生労働省人材開発統括官「技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領」（平成２９年７月）

①同一の作業の反復のみではないこと

○ 技能実習生の母国において修得することが不可能又は困難であること。
○ 技能実習生が帰国後、我が国において修得した技能等を活かすことが予定されていること。

②送出し国の実習ニーズに合致すること

○ 対象技能等に係る公的評価システム（技能検定その他これに準ずる検定又は試験（※））があるこ
と
※ 技能検定に準ずる検定又は試験は、厚生労働省人材開発統括官が、有識者により構成する「技能実習評価試験の整備に関する専門
家会議」を開催し、同会議において、評価の基準、評価の方法、試験実施体制等を確認の上、認定し、当該評価制度に係る職種・作業を
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第２条第１項に規定する技能実習の移行対象職種・作業として追加す
ることとしている。
（参考）７７職種１３９作業のうち、２２職種５１作業が人材開発統括官の認定（「技能検定に準ずる検定又は試験」）によるもの。

③実習の成果が評価できる公的評価システムがあること
（技能実習2号移行の要件）

技能実習の対象技能等（対象となる技能、技術又は知識）

20



技能実習２号移行対象職種 (平成29年12月６日時点 77職種139作業)

１ 農業関係（２職種６作業）

職種名 作業名

耕種農業＊ 施設園芸

畑作・野菜

果樹

畜産農業＊ 養豚

養鶏

酪農

２ 漁業関係（２職種９作業）

職種名 作業名

漁船漁業＊ かつお一本釣り漁業

延縄漁業

いか釣り漁業

まき網漁業

ひき網漁業

刺し網漁業

定置網漁業

かに・えびかご漁業

養殖業＊ ほたてがい・まがき養殖作業

３ 建設関係（22職種33作業）

職種名 作業名

さく井 パーカッション式さく井工事作業

ロータリー式さく井工事作業

建築板金 ダクト板金作業

内外装板金作業

冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業

建具製作 木製建具手加工作業

建築大工 大工工事作業

型枠施工 型枠工事作業

鉄筋施工 鉄筋組立て作業

と び とび作業

石材施工 石材加工作業

石張り作業

タイル張り タイル張り作業

かわらぶき かわらぶき作業

左 官 左官作業

配 管 建築配管作業

プラント配管作業

熱絶縁施工 保温保冷工事作業

内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業

カーペット系床仕上げ工事作業

鋼製下地工事作業

ボード仕上げ工事作業

カーテン工事作業

サッシ施工 ビル用サッシ施工作業

防水施工 シーリング防水工事作業

コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業

ウェルポイント施工 ウェルポイント工事作業

表 装 壁装作業

建設機械施工＊ 押土・整地作業

積込み作業

掘削作業

締固め作業

築炉 築炉作業

４ 食品製造関係（９職種14作業）

職種名 作業名

缶詰巻締＊ 缶詰巻締

食鳥処理加工業＊ 食鳥処理加工作業

加熱性水産加工
食品製造業＊

節類製造

加熱乾製品製造

調味加工品製造

くん製品製造

非加熱性水産加工
食品製造業＊

塩蔵品製造

乾製品製造

発酵食品製造

水産練り製品製造 かまぼこ製品製造作業

牛豚食肉処理加工業＊ 牛豚部分肉製造作業

ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業

パン製造 パン製造作業

そう菜製造業＊ そう菜加工作業

５ 繊維・衣服関係（13職種22作業）

職種名 作業名

紡績運転＊ 前紡工程作業

精紡工程作業

巻糸工程作業

合ねん糸工程作業

織布運転＊ 準備工程作業

製織工程作業

仕上工程作業

染 色 糸浸染作業

織物・ニット浸染作業

ニット製品製造 靴下製造作業

丸編みニット製造作業

たて編ニット生地製造＊ たて編ニット生地製造作業

婦人子供服製造 婦人子供既製服縫製作業

紳士服製造 紳士既製服製造作業

下着類製造＊ 下着類製造作業

寝具製作 寝具製作作業

カーペット製造＊ 織じゅうたん製造作業

タフテッドカーペット製造作業

ニードルパンチカーペット製造作業

帆布製品製造 帆布製品製造作業

布はく縫製 ワイシャツ製造作業

座席シート縫製＊ 自動車シート縫製作業

６ 機械・金属関係（15職種29作業）

職種名 作業名

鋳 造 鋳鉄鋳物鋳造作業

非鉄金属鋳物鋳造作業

鍛 造 ハンマ型鍛造作業

プレス型鍛造作業

ダイカスト ホットチャンバダイカスト作業

コールドチャンバダイカスト作業

機械加工 普通旋盤作業

フライス盤作業

数値制御旋盤作業

マシニングセンタ作業

６ 機械・金属関係（続き）

職種名 作業名

金属プレス加工 金属プレス作業

鉄 工 構造物鉄工作業

工場板金 機械板金作業

めっき 電気めっき作業

溶融亜鉛めっき作業

アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理作業

仕上げ 治工具仕上げ作業

金型仕上げ作業

機械組立仕上げ作業

機械検査 機械検査作業

機械保全 機械系保全作業

電子機器組立て 電子機器組立て作業

電気機器組立て 回転電機組立て作業

変圧器組立て作業

配電盤・制御盤組立て作業

開閉制御器具組立て作業

回転電機巻線製作作業

プリント配線板製造 プリント配線板設計作業

プリント配線板製造作業

７ その他（13職種25作業）

職種名 作業名

家具製作 家具手加工作業

印 刷 オフセット印刷作業

製 本 製本作業

プラスチック成形 圧縮成形作業

射出成形作業

インフレーション成形作業

ブロー成形作業

強化プラスチック成形 手積み積層成形作業

塗 装 建築塗装作業

金属塗装作業

鋼橋塗装作業

噴霧塗装作業

溶 接＊ 手溶接

半自動溶接

工業包装 工業包装作業

紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き作業

印刷箱製箱作業

貼箱製造作業

段ボール箱製造作業

陶磁器工業製品製造＊ 機械ろくろ成形作業

圧力鋳込み成形作業

パッド印刷作業

自動車整備＊ 自動車整備作業

ビルクリーニング ビルクリーニング作業

介 護＊ 介護

○ 主務大臣が告示で定める職種・作業（１職種１作業）

職種名 作業名

空港グランドハンドリング＊ 航空機地上支援作業

（注） ＊の職種：「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議」による確認の上，人材開発統括官が認定した職種
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技能実習制度の現状
１ 平成２９年末の技能実習生の数は，２７４，２３３人

※技能実習２号への移行者数は，８６，５８３人

３ 全体で７７職種あり，「技能実習２号」への移行者が多い職種は，
①食品製造関係 ②機械・金属関係 ③建設関係

２ 受入人数の多い国は，①ベトナム ②中国 ③フィリピン

※ 平成21年以前は「特定活動（技能実習）」への移行者数
※ その他の職種については省略

平成29年末 「技能実習」に係る受入形態別総在留者数 平成29年度技能実習実施機関従業員規模別構成比
（団体監理型）

団体監理型, 
264,838人, 

96.6%

企業単独型, 
9,395人, 

3.4%

10人未満, 
50.0%

10～19人, 
15.0%20～49人, 

14.1%

50～99人, 
9.5%

100～299人, 
7.5%

300人以上, 
4.0%

ベトナム, 45.1%

中国, 28.3%

フィリピン, 10.1%

インドネシア, 
8.0%

タイ, 3.1%
その他, 5.5%

平成29年末 在留資格「技能実習」総在留外国人国籍別構成比（％）

（JITCOデータ）（法務省データ）

（法務省データ）

（法務省データ）

（人
数
）

４ 団体監理型の受入れが９６．６％
実習実施機関の半数以上が，従業員数１９人以下の零細企業

89,033 

104,990 

109,793 

150,088 

143,308 

151,477 

155,206 

167,626 

192,655 

228,588 

274,233 

88,086 

86,826 

65,209 

9,343 
3,388 

1,804 1,501 

1,427 

1,521 

1,379 

1,460 

53,999 
62,520 62,207 

49,166 

45,013 

48,752 

48,792 

49,536 

61,809 

75,089 86,583 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

（
人
数
）

研修生・技能実習生の在留状況及び「技能実習２号」への移行状況

技能実習生

研修生

技能実習2号への移行
者数

※ 平成２２年７月に制度改正
が行われ，在留資格「研修」が
「技能実習１号」に，在留資格
「特定活動（技能実習）」が「技能
実習２号」となった。

（法務省データ）

職種別「技能実習２号」への移行者数

14,200 

15,417 

14,114 

12,750 

10,045 10,290 

10,248 

9,415 

9,337 
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技能実習に関する二国間取決めについて

○ 日本と送出国が技能実習を適正かつ円滑に行うために連携を図ること

作成のねらい

取決めの骨子

○ 技能実習法の基準に基づき、監理団体の許可・
技能実習計画の認定を適切に行う。

○ 送出し国側が認定した送出機関及び認定を取り消
した送出機関を日本で公表し、送出し国側が認定
した送出機関からの技能実習生のみを受け入れる。

○ 監理団体・実習実施者に対して、許認可の取消や
改善命令を行った場合は、その結果を送出し国側に
通知する。

日本側 送出し国側

○ 本協力覚書の認定基準に基づき、送出機関の認定を
適切に行う。
・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする
者を選定すること

・帰国した者が技能等を活用できるよう就職先の
あっせんその他の支援を行うこと

・保証金の徴収，違約金契約をしないこと
・技能実習生に対する人権侵害をしないこと

○ 送出機関の認定を取り消したときは、日本側に通知
する。

○ 日本側から不適切な送出機関についての通知を受け
たときは、調査を行い適切に対処する。また、その
結果を日本側に通知する。

○ 技能実習制度についての定期的な意見交換

両国共通の事項

ベトナム（H29.6月），カンボジア（H29.7月），インド（H29.10月）フィリピン（H29.11月）
ラオス（H29.12月）、モンゴル（H29.12月），バングラデシュ（H30.1月）
スリランカ（H30.2月），ミャンマー（H30.4月），ブータン（H30.10月） 23

作成状況：計10カ国
（H30.10月時点）


